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○福島大学科学研究費補助金等経理事務取扱要項 
 

平成２年７月２日 

学 長 裁 定 

改正 平成5年5月20日  平成8年7月1日  平成9年6月1日   平成12年4月1日 

平成16年4月1日  平成16年9月21日 平成17年4月1日  平成18年3月31日 

   平成19年3月30日 平成21年3月31日 平成22年3月31日 平成24年3月27日 

   平成27年3月27日 

  （趣旨） 

第１条 福島大学（以下「本学」という。）における科学研究費補助金等 (以下 ｢補助

金等｣ という｡) の経理事務の取扱いについては、科学研究費補助金取扱規程（昭和

４０年３月３０日文部省告示第１１０号）、その他国等から交付を受ける各補助金等

の取扱規程等に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。  
（補助金等の定義） 

第２条 この要項において「補助金等」とは、文部科学省及び独立行政法人日本学術振

興会の科学研究費助成事業による科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金、厚

生労働科学研究費補助金、その他これらと同じ性格を有する国等からの資金の直接経

費並びに間接経費をいう。 
   （経理の委任） 

第３条 学長は、文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会から本学の研究者が交付

を受けた補助金等について、事務局長に補助金等の経理を委任するものとする。 

（補助金等の管理等） 
第４条 本学の研究者が交付を受けた補助金等について、事務局長は次の事務を行うも

のとする。 

一 研究者に代わり、直接経費を管理すること。 

二 研究者に代わり、直接経費及び間接経費に係る諸手続きを行うこと。 

三 「研究員（科学研究費補助金等）」を雇用した場合の支払いに関すること。 

四 研究者が直接経費により購入した設備、備品又は図書（以下「設備等」という。）

について、当該研究者からの寄付を受け入れるとともに、当該研究者が他の研究機

関に所属することとなる場合には、その求めに応じて、これらを当該研究者に返還

すること。 

五 研究者が交付を受けた間接経費について、当該研究者からの譲渡を受け入れ、こ

れに関する事務を行うとともに、当該研究者が他の研究機関に所属することとなる

場合又は補助事業を廃止することとなる場合には、直接経費の３０％に相当する額

の間接経費を当該研究者に返還すること。 
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   （経理事務） 

第５条 第３条の規定により委任を受けた事務局長は、財務課長に経理事務を行わせる

ものとする。 

   （補助金等の振替） 

第６条 学長は、補助金等の交付があったときは、指定する支払口座に補助金等を振り

替えるものとする。 

   （経理事務の取扱い） 

第７条 補助金等に係る経理事務は、この要項に定めるところによるほか、本学の経理

事務に準じて取扱うものとする。 

   （補助金等の受払い） 

第８条 財務課長は、補助金等の受払いに関し、収支簿等を備え、常に経理の内容を明

確にしておかなければならない。 

   （設備等の寄付） 

第９条 補助金等により設備等を購入したときは、直ちに所定の寄付の手続きをしなけ

ればならない。 

   （証拠書類の保管） 

第１０条 収支簿等証拠書類は、経理の出納完結後、研究種目別、研究者別に整理の上、

財務課長において年度終了後５年間保管するものとする。 

（その他） 

第１１条 この要項に定めるもののほか、補助金等の経理事務の取扱いに関し必要な事

項は、別に定めるものとする。 

 

附  則 

この要領は、平成５年５月２０日から施行し、平成５年４月１日から適用する。 
     附 則 

この要領は、平成８年７月１日から施行する。 
     附 則 

この要領は、平成９年６月１日から施行する。 
     附  則 

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 
    附  則 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成１６年１０月１日から施行する。 
附 則 

この要項は、平成１７年４月１日から施行し、平成１６年４月１５日から適用する。 
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附 則 

この要項は、平成１８年４月１日から施行する。 
  附 則 

この要項は、平成１９年４月 1 日から施行する。 
  附 則 

この要項は、平成２１年４月１日から施行する。 
附 則 

この要項は、平成２２年４月１日から施行する。 
附 則 

この要項は、平成２４年４月１日から施行する。 
    附  則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 


